
（市営霊園使用者 向け）

日立鞍掛山霊園合葬式墓地 募集案内

募集に関して大切なことが書いてあります。

最後までよく読んでからお申込みください。
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近年、少子高齢化や核家族化などによるお墓の承継への不安や無縁

墓の増加等、お墓を取り巻く社会状況が変化しています。
そのため、市では、承継(引継ぎ)者を必要としない、遺骨を合葬して永

代的に埋蔵する『合葬式墓地』を日立鞍掛山霊園内に整備しました。

〇『合葬式墓地』の特徴

・ 『合葬式墓地』は、「参拝所」をはじめ、骨壷をロッカー式の納骨壇に

収める「納骨室」、遺骨を袋に入れて合葬埋蔵する「合葬室」、故人の
芳名等を記載する「記名板」の設備があります。

・ 生前予約ができます。

・ 料金は、最初に使用料を払うだけで、その後発生する料金はありません。

１ 合葬式墓地について

１

墓参者が参拝を行う場所です

【参拝所(地上)】

【納骨室(地下)】

遺骨(焼骨)を個別に一定期間(20年)埋蔵する
ロッカー式の納骨壇を設置しています

【合葬室(地下)】

遺骨を袋に入れ合葬して、
永代的に埋蔵する施設です

故人ごとの芳名等を刻字した記名プレート
を掲示する場所です

【記名板(地上)】



(１) 市営霊園（東平・鞍掛山・十王・入野・成沢）の墓所使用者は、
随時お申込みいただけます。
ただし、市営霊園の墓所を返還することが条件となります。

(２) 申込む方の使用したい設備に応じて申込区分が異なります。
詳しくは、P.12 申込区分フロー図でご確認ください。

(３) 埋蔵予定者が、墓所使用許可証の裏面に納骨の記載があることを確認
してください。記載がない場合は、生前予約者または納骨未届けである
ため、申請者との関係がわかる戸籍（除籍）謄本や改製原戸籍の写しを
添付してください。

(４) 申込みされた遺骨（分骨を除く）のみ埋蔵できます。
また、使用許可後に埋蔵者の追加は原則としてできません。

(５) 納骨壇の使用期間は、生前予約による申込みを含め、
使用許可を受けた日から２０年です。
(延長不可。納骨壇に埋蔵した日からではないのでご注意ください。)
２０年経過後は、合葬室に埋蔵します。

(６) 生前予約の場合は、生前予約者の遺骨を埋蔵する方（納骨実施者）を
あらかじめ決めておく必要があります。

(７) 納骨壇に埋蔵する骨壷は、幅、奥行き24㎝、高さ28㎝以内で、陶磁器
など保管上適した材質とします。また骨箱や副葬品(位牌など)は入れら
れません。

(８) 直接合葬室に埋蔵する場合は、市が用意した袋を事前に受け取った
うえで、骨壺から袋への移し替えをする必要があります。

(９) 祭祀者は、骨壷に入った遺骨を納骨壇に埋蔵するときに限り、納骨室
に入ることができます（原則１名）。

(10) 市営霊園墓所との二重使用、再申込みや、使用権の譲渡、転貸をした
場合は許可を取り消すことがあります。

２ 使用上の主な注意点

２



(１) 申込資格
・ 各市営霊園(東平・鞍掛山・入野・十王・成沢)墓所使用者で、

現在使用している 墓所を返還する者

３ 募集の概要(市営霊園使用者)

３

申 込 区 分 使用料(税込み)

※

納
骨
室
使
用

Ａ-１ １体用納骨壇
(生前予約を含む)

55,000円

Ａ-２ ２体用納骨壇
(生前予約を含む)

110,000円

合
葬
室
の
み

使
用

Ｂ

納骨あり
遺骨１体につき

25,000円

生前予約 25,000円

(２) 申込区分、募集、使用料 （P.12 申込区分フロー図をご確認ください。）

(３) 条件
・ 納骨室は、１体用・２体用いずれか一つの納骨壇の申込みとなり、場所は

選べません。
・ 申請書の下段に記載している墓所(霊園)返還の意思表示をした上で、

合葬式墓地使用許可から２箇月以内に墓所中止(霊園返還)届の手続きを
してください。(詳しくは、環境衛生課にお問合せください。)

・ 埋蔵予定者が、墓所使用許可証の裏面に納骨の記載があることを確認して
ください。記載がない場合は、生前予約者または納骨未届けであるため、
申請者との関係がわかる戸籍（除籍）謄本や改製原戸籍の写しを添付して
ください。

使 用 記載方法 使用料(税込み)

記
名
板

遺骨１体につき

記名プレート(縦19㎝×横2.5㎝)１枚に埋蔵

遺骨の※生前氏名、生年月日及び死亡年

月日を刻字

10,000円

(１) 申込資格（希望制）
・ 納骨室、又は合葬室の使用と一緒に申込みしてください。

・ 生前予約と併せて申込むことができます。

(２) 記載方法、使用料

※ 氏名、生年月日、死亡年月日は、戸籍・除籍上の情報になります。
年号は元号表示とし、 生前予約の場合、死亡後の埋蔵時に確認し刻字して掲示
します。

※ 埋蔵した順に掲示いたします。掲示場所のご希望には添えません。

※ 生前予約者、納骨遺骨を含め、納骨壇(１体または２体)に埋蔵できる遺骨数を
超える場合、超えた分は直接合葬室に埋蔵となります。

４ 募集の概要(記名板使用)



５ 申し込みからの流れ

４

申し込み

（随時受付）

・申請書類の提出(郵送または環境衛生課窓口)
市役所２階西側 平日の午前８時３０分から午後５時まで
郵送の場合は消印日が申込日となります。

・申請書類
ア 合葬式墓地使用許可申請書（市営霊園使用者）

(※記名板の使用を希望する場合、記名板使用許可申請書も
併せて提出してください)

イ 申請者の住民票の写し(１箇月以内のもの)
ウ 霊園使用許可証または墓所使用許可証の写し（表・裏面）
エ 申請者との関係がわかる戸籍謄本等の写し（墓所使用許可証に

記載された者以外（生前予約者を含む）を埋蔵する場合）
オ その他

書類審査後、申込月の翌々月初旬に使用予定者（申請者）宛てに発送
します。
※申請者情報・必要書類を確認します。不備などがある場合はご連絡、
またはご返却します。

使用料納
入通知書
の発送

（申込日の翌々 月）

使用料の
納付

（納期限まで）

納入通知書に記載された納付期限までに、裏面に記載の金融機関、市
民課、各支所等でお支払いください。
※納期までに支払いがない場合、使用予定を取り消すことがあります。

合葬式墓地
使用許可証
の交付

使用料納付確認後に、「合葬式墓地使用許可証」を使用者宛てに郵送
します。
使用権を証明する書類ですので、大切に保管してください。

使用許可日から２箇月以内に墓所中止(霊園返還)の手続きをしてください。
①納骨している場合は、改葬手続きが必要となります。
②墓碑等を設置してある場合は、撤去工事を行い墓所を元に戻します。
③①、②を行った後に墓所中止(霊園返還)届の提出となります。
納骨しておらず墓碑等の設置もない場合には、墓所内の草刈りを実
施し、原状回復のうえ届出を提出してください。

※墓所中止（霊園返還）の手続きを行わない場合、許可を取り消すこ
とがあります。

墓所中止
（霊園返還）
の手続き

合葬式墓地
の使用開始
（使用許可日

から）

「合葬式墓地使用許可証」が交付された日（使用許可日）から使用開
始となります。
以降、納骨のお手続きが可能になります。
※使用許可日前には、合葬式墓地への改葬手続きは行えません。



６ よくある質問Q＆A

５

Q１ 市で供養祭を行いますか？
A１ 宗教を問わず合葬する公共施設のため、市では行いません。

ただし個人で行うことは可能ですので、参拝所をご利用ください。

Q２ 埋蔵の際に僧侶や神主の立会いは可能でしょうか？
A２ 参拝所での立会いは可能です。(地下納骨室の埋蔵は、祭祀者など関係

者のみの立入りになります。)
なお、埋蔵日時が決まりましたら、事前に埋蔵手続きにお越し下さい。

Q３ 市営霊園に納骨していない遺骨の火葬許可証を紛失した場合、どうし
たらいいですか？

A３ 埋蔵していない遺骨であるため、火葬許可証の再発行ができます。

火葬した市町村(日立市の場合は市民課)にお問合せください。
なお、お墓に埋蔵した遺骨は、火葬許可証の再発行はできません。

Q４ 自分と妻が将来のために生前予約で使用したいのですが、そのほかに
市営霊園に埋蔵されている遺骨が４体ある場合、合葬式墓地はどのよ
うに使用できますか？

A４ 納骨壇に埋蔵できる数は申込者１人につき最大２体で、その数を超える遺

骨は、合葬室に埋蔵できます。（P.12 申込区分フロー図をご確認ください。）
どの方を納骨壇に埋蔵するかは、申込者の自由です。

Q５ 遺骨の関係がわかる書類はどんなものですか？
A５ 現状で埋蔵されてない遺骨の場合は火葬許可証になります。市営霊園に埋

蔵している遺骨は、対象になる方ごとに申請者との関係がわかる戸籍(徐籍)
謄本や改製原戸籍の写しをご用意ください。
(詳しくは本籍地の戸籍担当課にお問合せください。)

Q６ 納骨壇に骨壷を埋蔵する際、位牌等の副葬品も入れられますか？
A６ 焼骨が入った骨壷のみとなりますので、副葬品は入れられません。

Q７ ５体の遺骨を、全て納骨壇に入れることはできますか？
A７ 最大２体です。１体用、２体用のいずれか一つの納骨壇の使用で、その数

を超える遺骨は合葬室に埋蔵となります。
また、使用者が、全ての遺骨を納骨壇に埋蔵したいため、再度申込みする

と、重複使用に該当となり、使用許可が取り消される場合がありますので、
お気をつけください。



６ よくある質問Q＆A

６

Q８ 納骨室や合葬室に入りお参りすることはできますか？
A８ 出来ません。地上にある参拝所でお参りができます。

Q９ 参拝所では何ができますか？
A９ 線香をあげる、花を供える、塔婆を立てることができます。食べ物等の供物

はお供えできません。線香等は所定の位置にお供えください。
また、参拝所で納骨式等を行っていただいても構いません。ほかの利用者
のご迷惑にならないように配慮してください。

Q10 いつでも参拝所でお参りできますか？

A10 鞍掛山霊園の開園時間（午前８時３０分～午後５時）であればいつでもお参

りいただけます。

Q12 お墓の撤去費用はどれくらいかかりますか？
A12 工事業者によって値段が違います。工事業者を決めていただき、業者と

お打合せください。（指定業者はありません。）

Q13 申込みしましたが、いつから使用できますか？
A13 申込み月の翌々月中に使用許可証を送付いたします。許可証がお手元に

届きましたら各お手続きが可能になります。

申込み月 翌月 翌々月

審査・準備 納付書発送 → 納付 → 使用許可
（使用開始）

申請受付



７ 案内図など

７

○ バス利用の場合
ＪＲ日立駅中央口から約２５分です。(「鞍掛山」行に乗車してください。)

○ タクシー利用の場合
ＪＲ日立駅中央口から約１５分、ＪＲ小木津駅西口から約５分です。

○ マイカー利用の場合
・ 国道６号宮田町付近の「かみね公園裏交差点」から清掃センター方面（西方面）

へ進んでください。
・ 高速道路をご利用の場合は、常磐自動車道日立中央ＩＣから約８分です。
「国道６号・日立市街方面」へ出て「桐木田交差点」から高萩方面へ進んでください。

（１） 『日立鞍掛山霊園合葬式墓地』案内図

（２） 合葬式墓地へのアクセス

所在地 日立鞍掛山霊園内（日立市滑川町字滑川山3163番地の15ほか)

日立鞍掛山霊園
合葬式墓地



８ 記入例(見出し)

８

（１） 合葬式墓地使用許可申請書(市営霊園使用者)

《例1》 区分A-１(イ 納骨室及び合葬室への埋蔵 を選択) ９ページ
・鞍掛山霊園に納骨している遺骨2体分は合葬室へ埋蔵
・申請者本人は生前予約で納骨室(1体用)使用

《例2》 区分A-２(エ 納骨室への埋蔵 を選択) ９ページ
・鞍掛山霊園に納骨なし
・申請者本人、配偶者は生前予約で納骨室(2体用)使用

（２） 合葬式墓地使用許可申請書(記名板を希望する方のみ) 

《例５》 ・遺骨4体分は合葬室へ埋蔵 １１ページ
・申請者本人、配偶者は生前予約で納骨室(2体用)使用

《例3》 区分B(オ 合葬室への埋蔵 を選択) １０ページ
・鞍掛山霊園に納骨なし
・申請者本人、配偶者は生前予約で合葬室使用

《例4》 区分A-２(イ 納骨室及び合葬室への埋蔵 を選択) １０ページ
・鞍掛山霊園に納骨している遺骨2体分は合葬室へ埋蔵
・申請者本人、配偶者は生前予約で納骨室（2体用）使用
・申請者の子供夫婦は生前予約で合葬室使用



 

《例１》…区分Ａ-１ 

合葬式墓地使用許可申請書（市営霊園使用者） 

令和  年  月  日  

 日立市長 殿 

                     住 所 日立市鞍掛山町１丁目１番１号    

申請者 氏 名 鞍掛山 太郎     ㊞ 

   生年月日 昭和３０年 ４月 １日（６４歳） 

電話番号 090-XXX-XXXX    

 

 次のとおり、合葬式墓地を使用したいので申請します。 

 使用霊園（ 東平 ・ 鞍掛山 ・ 十王 ・ 入野 ・ 成沢 ） 

 使用を希望する申込区分(ア・イ・ウ・エ・オ)に○を付けてください 

申込 

区分 

納骨している方 

ア 納骨室への埋蔵 

イ 納骨室及び合葬室への埋蔵 

ウ 合葬室への埋蔵 

納骨していない方

(生前予約) 

エ 納骨室への埋蔵 

オ 合葬室への埋蔵 

（1）納骨室に埋蔵する方(ア、イ、エの方。) 納骨壇の種類  ■１体用 □２体用 

１ 
氏名
ふりがな

 

鞍掛山 太郎
くらかけやま  たろう

 

続柄 焼骨・生前 墓所使用許可証の記載 

本人 
□ 焼骨 

■ 生前 

□ 有 

□ 無 

２ 
氏名
ふりがな

 

 

続柄 焼骨・生前 墓所使用許可証の記載 

 
□ 焼骨 

□ 生前 

□ 有 

□ 無 

（2）合葬室に埋蔵する方(イ、ウ、オの方。)  

１ 
氏名
ふりがな

 

鞍掛山 一郎
くらかけやま  いちろう

 

続柄 焼骨・生前 墓所使用許可証の記載 

父 
■ 焼骨 

□ 生前 

■ 有 

□ 無 

２ 
氏名
ふりがな

 

鞍掛山 美子
くらかけやま  よしこ

 

続柄 焼骨・生前 墓所使用許可証の記載 

母 
■ 焼骨 

□ 生前 

■ 有 

□ 無 

３ 
氏名
ふりがな

 

 

 

続柄 焼骨・生前 墓所使用許可証の記載 

 
□ 焼骨 

□ 生前 

□ 有 

□ 無 

４ 
氏名
ふりがな

 

 

 

続柄 焼骨・生前 墓所使用許可証の記載 

 
□ 焼骨 

□ 生前 

□ 有 

□ 無 

納骨実施者の決定状況（生前予約者のみ） 
 

■ 決定   □未定(早めに決めて下さい) 

添付書類 
（チェック
で確認） 

■ 申請者の住民票の写し 
■ 墓所使用許可証又は霊園使用許可証の写し（表・裏面） 
□ 申請者との関係が分かる戸籍謄本の写し（墓所使用許可証に記載された

者以外を埋蔵する場合。） 
□ その他(                     ） 

≪使用墓所返還について≫ 

合葬式墓地の使用にあたり、墓所（霊園）の中止（返還）手続きを行います。 

また、上記手続きを行わない場合、合葬式墓地の使用許可を取り消すことに同意します。 

                      署名欄  鞍 掛 山 太 郎    印  

 

本人の遺骨を埋蔵する人を

あらかじめ決めてください 

 

《例２》…区分Ａ-２ 

合葬式墓地使用許可申請書（市営霊園使用者） 

令和  年  月  日  

 日立市長 殿 

                     住 所 日立市鞍掛山町１丁目１番１号    

申請者 氏 名 鞍掛山 太郎     ㊞ 

   生年月日 昭和３０年 ４月 １日（６４歳） 

電話番号 090-XXX-XXXX    

 

 次のとおり、合葬式墓地を使用したいので申請します。 

 使用霊園（ 東平 ・ 鞍掛山 ・ 十王 ・ 入野 ・ 成沢 ） 

 使用を希望する申込区分(ア・イ・ウ・エ・オ)に○を付けてください 

申込 

区分 

納骨している方 

ア 納骨室への埋蔵 

イ 納骨室及び合葬室への埋蔵 

ウ 合葬室への埋蔵 

納骨していない方

(生前予約) 

エ 納骨室への埋蔵 

オ 合葬室への埋蔵 

（1）納骨室に埋蔵する方(ア、イ、エの方。) 納骨壇の種類  □１体用 ■２体用 

１ 
氏名
ふりがな

 

鞍掛山 太郎
くらかけやま  たろう

 

続柄 焼骨・生前 墓所使用許可証の記載 

本人 
□ 焼骨 

■ 生前 

□ 有 

□ 無 

２ 

ふりがな 
氏名 

鞍掛山 景子
くらかけやま  けいこ

 

続柄 焼骨・生前 墓所使用許可証の記載 

妻 
□ 焼骨 

■ 生前 

□ 有 

□ 無 

（2）合葬室に埋蔵する方(イ、ウ、オの方。)  

１ 
氏名
ふりがな

 

 

続柄 焼骨・生前 墓所使用許可証の記載 

 
□ 焼骨 

□ 生前 

□ 有 

□ 無 

２ 

ふりがな 
氏名 

 

続柄 焼骨・生前 墓所使用許可証の記載 

 
□ 焼骨 

□ 生前 

□ 有 

□ 無 

３ 
氏名
ふりがな

 

 

 

続柄 焼骨・生前 墓所使用許可証の記載 

 
□ 焼骨 

□ 生前 

□ 有 

□ 無 

４ 
氏名
ふりがな

 

 

 

続柄 焼骨・生前 墓所使用許可証の記載 

 
□ 焼骨 

□ 生前 

□ 有 

□ 無 

納骨実施者の決定状況（生前予約者のみ） 
 

■ 決定   □未定(早めに決めて下さい) 

添付書類 
（チェック
で確認） 

■ 申請者の住民票の写し 
■ 墓所使用許可証又は霊園使用許可証の写し（表・裏面） 
■ 申請者との関係が分かる戸籍謄本の写し（墓所使用許可証に記載された

者以外を埋蔵する場合。） 
□ その他(                     ） 

≪使用墓所返還について≫ 

合葬式墓地の使用にあたり、墓所（霊園）の中止（返還）手続きを行います。 

また、上記手続きを行わない場合、合葬式墓地の使用許可を取り消すことに同意します。 

                      署名欄  鞍 掛 山 太 郎    印 

 

 

本人の遺骨を埋蔵する人を

あらかじめ決めてください 



《例３》…区分Ｂ 

合葬式墓地使用許可申請書（市営霊園使用者） 

令和  年  月  日  

 日立市長 殿 

                     住 所 日立市鞍掛山町１丁目１番１号    

申請者 氏 名 鞍掛山 太郎     ㊞ 

   生年月日 昭和３０年 ４月 １日（６４歳） 

電話番号 090-XXX-XXXX    

 

 次のとおり、合葬式墓地を使用したいので申請します。 

 使用霊園（ 東平 ・ 鞍掛山 ・ 十王 ・ 入野 ・ 成沢 ） 

 使用を希望する申込区分(ア・イ・ウ・エ・オ)に○を付けてください 

申込 

区分 

納骨している方 

ア 納骨室への埋蔵 

イ 納骨室及び合葬室への埋蔵 

ウ 合葬室への埋蔵 

納骨していない方

(生前予約) 

エ 納骨室への埋蔵 

オ 合葬室への埋蔵 

（1）納骨室に埋蔵する方(ア、イ、エの方。) 納骨壇の種類  □１体用 □２体用 

１ 
氏名
ふりがな

 

 

続柄 焼骨・生前 墓所使用許可証の記載 

 
□ 焼骨 

□ 生前 

□ 有 

□ 無 

２ 

ふりがな 
氏名 

 

続柄 焼骨・生前 墓所使用許可証の記載 

 
□ 焼骨 

□ 生前 

□ 有 

□ 無 

（2）合葬室に埋蔵する方(イ、ウ、オの方。)  

１ 
氏名
ふりがな

 

鞍掛山 太郎
くらかけやま  たろう

 

続柄 焼骨・生前 墓所使用許可証の記載 

本人 
□ 焼骨 

■ 生前 

□ 有 

□ 無 

２ 

ふりがな 
氏名 

鞍掛山 景子
くらかけやま  けいこ

 

続柄 焼骨・生前 墓所使用許可証の記載 

妻 
□ 焼骨 

■ 生前 

□ 有 

□ 無 

３ 
氏名
ふりがな

 

 

 

続柄 焼骨・生前 墓所使用許可証の記載 

 
□ 焼骨 

□ 生前 

□ 有 

□ 無 

４ 
氏名
ふりがな

 

 

 

続柄 焼骨・生前 墓所使用許可証の記載 

 
□ 焼骨 

□ 生前 

□ 有 

□ 無 

納骨実施者の決定状況（生前予約者のみ） 
 

■ 決定   □未定(早めに決めて下さい) 

添付書類 
（チェック
で確認） 

■ 申請者の住民票の写し 
■ 墓所使用許可証又は霊園使用許可証の写し（表・裏面） 
■ 申請者との関係が分かる戸籍謄本の写し（墓所使用許可証に記載された

者以外を埋蔵する場合。） 
□ その他(                     ） 

≪使用墓所返還について≫ 

合葬式墓地の使用にあたり、墓所（霊園）の中止（返還）手続きを行います。 

また、上記手続きを行わない場合、合葬式墓地の使用許可を取り消すことに同意します。 

                      署名欄  鞍 掛 山 太 郎    印 

 

本人の遺骨を埋蔵する人を

あらかじめ決めてください 

 

《例４》…区分Ａ-２ 

合葬式墓地使用許可申請書（市営霊園使用者） 

令和  年  月  日  

 日立市長 殿 

                     住 所 日立市鞍掛山町１丁目１番１号    

申請者 氏 名 鞍掛山 太郎     ㊞ 

   生年月日 昭和３０年 ４月 １日（６４歳） 

電話番号 090-XXX-XXXX    

 

 次のとおり、合葬式墓地を使用したいので申請します。 

 使用霊園（ 東平 ・ 鞍掛山 ・ 十王 ・ 入野 ・ 成沢 ） 

 使用を希望する申込区分(ア・イ・ウ・エ・オ)に○を付けてください 

申込 

区分 

納骨している方 

ア 納骨室への埋蔵 

イ 納骨室及び合葬室への埋蔵 

ウ 合葬室への埋蔵 

納骨していない方

(生前予約) 

エ 納骨室への埋蔵 

オ 合葬室への埋蔵 

（1）納骨室に埋蔵する方(ア、イ、エの方。) 納骨壇の種類  □１体用 ■２体用 

１ 
氏名
ふりがな

 

鞍掛山 太郎
くらかけやま  たろう

 

続柄 焼骨・生前 墓所使用許可証の記載 

本人 
□ 焼骨 

■ 生前 

□ 有 

□ 無 

２ 

ふりがな 
氏名 

鞍掛山 景子
くらかけやま  けいこ

 

続柄 焼骨・生前 墓所使用許可証の記載 

妻 
□ 焼骨 

■ 生前 

□ 有 

□ 無 

（2）合葬室に埋蔵する方(イ、ウ、オの方。)  

１ 
氏名
ふりがな

 

鞍掛山 一郎
くらかけやま  いちろう

 

続柄 焼骨・生前 墓所使用許可証の記載 

父 
■ 焼骨 

□ 生前 

■ 有 

□ 無 

２ 
氏名
ふりがな

 

鞍掛山 美子
くらかけやま  よしこ

 

続柄 焼骨・生前 墓所使用許可証の記載 

母 
■ 焼骨 

□ 生前 

■ 有 

□ 無 

３ 
氏名
ふりがな

 

日立
ひ た ち

 花子
は な こ

 

続柄 焼骨・生前 墓所使用許可証の記載 

子 
□ 焼骨 

■ 生前 

□ 有 

□ 無 

４ 
氏名
ふりがな

 

日立
ひ た ち

 春男
は る お

 

続柄 焼骨・生前 墓所使用許可証の記載 

子の夫 
□ 焼骨 

■ 生前 

□ 有 

□ 無 

納骨実施者の決定状況（生前予約者のみ） 
 

■ 決定   □未定(早めに決めて下さい) 

添付書類 
（チェック
で確認） 

■ 申請者の住民票の写し 
■ 墓所使用許可証又は霊園使用許可証の写し（表・裏面） 
■ 申請者との関係が分かる戸籍謄本の写し（墓所使用許可証に記載された

者以外を埋蔵する場合。） 
□ その他(                     ） 

≪使用墓所返還について≫ 

合葬式墓地の使用にあたり、墓所（霊園）の中止（返還）手続きを行います。 

また、上記手続きを行わない場合、合葬式墓地の使用許可を取り消すことに同意します。 

                      署名欄  鞍 掛 山 太 郎    印 

 

 

本人の遺骨を埋蔵する人を

あらかじめ決めてください 



 

 

《例５》…記名板使用 

 

合葬式墓地記名板使用許可申請書 

令和  年  月  日  

 日立市長 殿  

                     住 所 日立市鞍掛山町１丁目１番１号    

申請者 氏 名 鞍掛山 太郎     ㊞ 

   生年月日 昭和３０年 ４月 １日（６４歳） 

電話番号 090-XXX-XXXX    

 

 

 

 次のとおり、合葬式墓地の記名板を使用したいので申請します。 

１ 

氏名 使用の時期 生年月日 死亡年月日 

鞍掛山 太郎
くらかけやま  たろう

 

□ 申請時 

(焼骨の場合に限る。) 

■ 埋蔵時(生前予約) 

昭和30年４月１日  

２ 

氏名 使用の時期 生年月日 死亡年月日 

鞍掛山 景子
くらかけやま  けいこ

 

□ 申請時 

(焼骨の場合に限る。) 

■ 埋蔵時(生前予約) 

昭和33年10月1日  

３ 

氏名 使用の時期 生年月日 死亡年月日 

鞍掛山 一郎
くらかけやま  いちろう

 

■ 申請時 

(焼骨の場合に限る。) 

□ 埋蔵時(生前予約) 

昭和8年8月8日 平成12年12月12日 

４ 

氏名 使用の時期 生年月日 死亡年月日 

鞍掛山 美子
くらかけやま  よしこ

 

■ 申請時 

(焼骨の場合に限る。) 

□ 埋蔵時(生前予約) 

昭和10年10月10日 平成22年2月2日 

５ 

氏名 使用の時期 生年月日 死亡年月日 

鞍掛山 元男
くらかけやま もとお

 

■ 申請時 

(焼骨の場合に限る。) 

□ 埋蔵時(生前予約) 

大正2年2月2日 昭和60年6月6日 

６ 

氏名 使用の時期 生年月日 死亡年月日 

鞍掛山 元子
くらかけやま もとこ

 

■ 申請時 

(焼骨の場合に限る。) 

□ 埋蔵時(生前予約) 

大正4年4月4日 昭和55年5月5日 

備 考 

１ 氏名、生年月日、死亡年月日は、戸籍または除籍謄（抄）本に記載された情報を記載してくだ 

さい。 

２ 記名板のみを使用することはできません。 

 

 

1１ 

記名板のみの使用は

できません 

埋蔵後に刻字して掲示します 



埋蔵予定者の数
(生前予約を含む)

納骨壇に埋蔵

２人 ３人以上

納骨壇（ロッカー）を
使用する

１人

納骨壇に埋蔵

納骨室使用

はい いいえ

A

１体用
A-１

１体用
A-１

２体用
A-２

１体用
A-１

２体用
A-２

◆納骨壇（ロッカー）１つを選択
（１体用または２体用のいずれか）

B

合葬室使用

直接合葬

◆遺骨を専用袋
に入れて埋蔵一定期間(20年間)経過後、合葬室に埋蔵

◆遺骨を骨壺から専用の袋に移し替えて埋蔵

１体分を納骨壇に埋蔵
※それ以上は、1体ごとに
直接合葬室に埋蔵

２体分を納骨壇に埋蔵
※それ以上は、1体ごとに
直接合葬室に埋蔵

別紙 鞍掛山霊園合葬式墓地 申込区分フロー図

墓所（霊園）使用許可証の裏面に
記載がない方を埋蔵する場合、
申請者との関係がわかる書類
（戸籍謄本等）の添付が必要です。

１体分を納骨壇に埋蔵
※ほか1体は、直接合葬室

に埋蔵

1
2


